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介護保険はこんな制度です
　介護保険は、40歳以上の皆さんが加入者（被保険者）となって保険料を納
め、介護が必要となったときに安心してサービスが利用できる制度です。

▼ 介護サービス利用手順
▼

申　　請
　サービスの利用を希望するかたは、介護保険係に「要介護認定」の申請をしてください。申請は本
人または家族のほか居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

要介護認定
○訪問調査
　町から訪問調査員が訪問し心身の状況などの聞き取り調査を行います。
○意見書作成依頼
　町から本人の主治医に心身の状況についての意見書作成を依頼します。

○審査・判定
　訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会（保健、医療、福祉の専門家）で審査さ
　れ、介護を必要とする度合いが判定されます。

認定結果の通知
町から認定結果通知書と結果が記載された保険証が送られます。
①介護が必要とされるかた（要介護１～５）
　介護サービスを利用できます
②支援が必要とされるかた（要支援１・２）
　介護予防サービスを利用できます
③該当にならなかったかたは必要と認められれば、町の介護予防事業が利用できます。

状態区分に合わせサービスを利用
①要介護１～５のかたは、介護支援専門員（ケアマネジャー）による聞き取り、サービス担当者との話し合
　いによりサービス計画を作成し、介護サービスを利用することになります。
②要支援１・２のかたは地域包括支援センター（役場内）の保健師などによる聞き取り、サービス担当者と
　の話し合いにより介護予防サービス計画を作成し介護予防サービスを利用することになります。
③該当にならなかったかたは、地域包括支援センター（役場内）の保健師などによる簡易な聞き取り、サー
　ビス担当者との話し合いにより簡易な介護予防サービス計画を作成し介護予防事業の利用を受けられます。

問合せ　☎62‒1230　住民福祉課介護保険係　内線104／地域包括支援センター　内線163
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